
集中的実施計画等について（実施概要）

○ 国の実施方針等を踏まえ、道では、高齢者施設等の従業員への検査の集中的実施計画を策定し、感染拡大のお

それがある期間等において保健所長が本庁と協議の上、必要と判断した地域・高齢者施設等で抗原定性キットによ

る検査を実施できる体制を整備。

高齢者施設等
の従業員

検査キット配付委託先
（委託先は、医薬品卸事業者を想定）

④配付先情報

⑦発生届作成・
検査数集計
（※保健所と共有）

⑨感染拡大防止の介入等

⑨情報共有

キットの確保

①頻回検査
必要の把握

・入所系の高齢者施設
等

・入所系の障がい者施
設等

・保育所、幼稚園、小
学校

⑥陽性結果・検査数報告

⑤キット配付

本庁

保健所
[実施対象]

※実施を希望する施設等
のみ
※早期復帰のための検査
にも使用可

⑧発生届
（HER-SYS）

（保育所、幼稚園、小学校は、介入対象外）

所管部署
との連携

②連絡・
実施協議

③実施希望調査、キット申請
(希望施設のみ)

集中的実施計画
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